
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

      令和６年８月１５日 製品安全課 
商品名等 
（電気用品名等） 

耐圧防爆型電動式ドラムポンプ 

１ 当該商品等の概要 
 
○用途、機能、性能 
ドラム缶に貯蔵されている石油製品の移送を目的に使用する製品。 

 
○構造、仕様、意匠（例） 

労働安全衛生規則に基づく電気機械器具防爆構造規格（ｄ２G3）の防爆型  

モーターを使用 

使用可能容器：200Lクローズドラム缶（JIS規格：大栓G2/小栓G3/4） 

使用液体：灯油、軽油、ガソリン 

  電源：AC100V、50/60Hz 

  電流：全負荷時1.8A/起動時2.5A 

  差込みプラグ：特殊ゴムプラグ２Pアース付（防爆コンセントではない） 

  重量：12Kg 

 

 

 
○主な使用者、販売先 
 ガソリンスタンド、工場、工事現場等 

 
 
２ 対象・非対象の解釈 
 
当該電気用品は、非対象として取り扱う。 

 

（理由） 

電気用品安全法施行令別表第一 七 （１）電気ポンプにおいて、「真空ポン

プ、オイルポンプ、サンドポンプ（後略）は除く。」としている。 

当該製品は、灯油、軽油、ガソリンといった石油製品を移送するものである こ
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とから、「オイルポンプ」に該当し、非対象とするのが妥当。 

ただし、用途が石油製品の移送に限定される場合に限る。 

石油製品以外の製品を移送する用途として使用される可能性のあるものに 

ついては、特定電気用品の電動力応用機械器具の中の「電気ポンプ」として取り

扱うものとする。 

なお、「電気ポンプ」には、防爆型のものを除外する規定はない。 
 


